
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
が
決
定

　

４
月
か
ら
消
費
税
増
税
に
伴

う
介
護
報
酬
の
引
き
上
げ
に
よ

り
、
支
給
限
度
基
準
額
を
改
定

し
ま
す
（
下
表
）。

※
３
月
３１
日
以
前
発
行
の
「
介

護
保
険
被
保
険
者
証
」
の
支
給

限
度
基
準
額
は
、
改
定
後
の
支

給
限
度
基
準
額
に
読
み
替
え
て

対
応
し
ま
す
。

問
合
先　

く
す
の
き
広
域
連
合

本
部
（
☎
６
９
９
５
・
１
５

１
６
）、
く
す
の
き
広
域
連
合

守
口
支
所
（
高
齢
介
護
課
内
）

（
☎
６
９
９
２
・
２
１
８
０
）

　

４
月
か
ら
心
臓
機
能
障
害

（
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な
ど
植
え
込

み
者
）
お
よ
び
肢
体
不
自
由

（
人
工
関
節
な
ど
置
換
者
）
の

基
準
に
つ
い
て
、
国
の
示
す

「
身
体
障
害
認
定
基
準
」
な
ど

が
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
認
定
に
関
す
る
取
り
扱
い
が

変
更
さ
れ
ま
す
。

心
臓
機
能
障
害

（
現
行
）

○
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
を
装
着
し
て

い
る
者
は
、
一
律
に
１
級
と

し
て
認
定

（
改
正
後
）

○
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な
ど
へ
の
依

存
度
、
日
常
生
活
活
動
の
制

限
の
程
度
を
勘
案
し
て
１

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
が
決
定

介
護
保
険

苦
情
専
門
相
談

平成 ２６ 年度
介護保険料（仮算定）

介護保険・支給限度
基準額が変わります

身体障害者手帳の
「身体障害認定基準」などが

変わります

４月２日（水）は
世界自閉症啓発デー

　

６５
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
決
定
し

ま
す
が
、
平
成
２６
年
度
の
所
得

が
確
定
す
る
ま
で
は
、
平
成
２５

年
度
の
市
民
税
課
税
状
況
（
平

成
２４
年
中
の
所
得
）
で
計
算

（
仮
算
定
）
し
ま
す
。

　

７
月
初
旬
に
は
平
成
２６
年
度

市
民
税
課
税
状
況
に
基
づ
い
て

年
間
の
保
険
料
（
本
算
定
）
額

を
決
定
し
、
改
め
て
通
知
し
ま

す
。

保
険
料
額
・
納
付
方
法

○
普
通
徴
収
（
保
険
料
を
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

付
）

　

４
～
６
月
分
の
保
険
料
は
平

成
２５
年
度
の
市
民
税
課
税
状
況

を
も
と
に
算
定
し
ま
す
。

○
特
別
徴
収
（
保
険
料
を
年
金

か
ら
天
引
き
）

　

平
成
２６
年
２
月
に
保
険
料
を

特
別
徴
収
で
納
付
し
て
い
た
人

は
、
平
成
２６
年
４
・
６
・
８
月

の
保
険
料
額
は
平
成
２６
年
２
月

に
特
別
徴
収
し
た
金
額
と
原
則

同
額
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
２５
年
度
に
普
通
徴
収
で

納
付
し
て
い
て
、
新
た
に
４
月

か
ら
特
別
徴
収
を
す
る
人
は
、

平
成
２６
年
４
・
６
・
８
月
の
徴

収
額
は
、
平
成
２５
年
度
保
険
料

の
２
か
月
相
当
額
分
を
特
別
徴

収
し
ま
す
。

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
付
を

　

介
護
保
険
制
度
は
み
な
さ
ん

に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と

国
な
ど
の
補
助
金
で
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
保
険
料
は
必

ず
期
限
内
に
納
め
て
下
さ
い
。

保
険
料
を
納
付
書
で

　
　

納
め
て
い
る
人
へ

　

口
座
振
替
依
頼
書
、
介
護
保

険
料
の
納
付
書
、
預
貯
金
通

帳
、
印
か
ん
（
通
帳
届
出
印
）

を
持
っ
て
最
寄
り
の
金
融
機
関

で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
平
成

２６
年
度
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
（
仮
算
定
）
に
同
封
し
て
い

ま
す
。

問
合
先　

く
す
の
き
広
域
連
合

本
部
（
☎
６
９
９
５
・
１
５

１
６
）、
く
す
の
き
広
域
連
合

守
口
支
所
（
高
齢
介
護
課
内
）

（
☎
６
９
９
２
・
２
１
８
０
）

　

国
で
は
、
４
月
の
消
費
税
率

引
き
上
げ
に
伴
う
低
所
得
者
へ

の
暫
定
措
置
と
し
て
「
臨
時
福

祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措

置
）」
の
支
給
を
決
定
し
ま
し

た
。

　

給
付
金
は
、
平
成
２６
年
度
の

市
民
税
（
均
等
割
）
が
非
課
税

な
ど
の
要
件
を
満
た
す
人
に
１

万
円
給
付
さ
れ
、
老
齢
基
礎
年

　

納
付
方
法

○
特
別
徴
収
の
人
（
年
金
か

ら
天
引
き
を
す
る
人
）　

　

平
成
２６
年
２
月
に
保
険
料

を
特
別
徴
収
で
納
付
し
て
い

た
人
は
、
平
成
２６
年
４
・
６

・
８
月
の
徴
収
額
は
、
平
成

２６
年
２
月
に
特
別
徴
収
し
た

金
額
と
同
額
を
特
別
徴
収
し

ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
２５
年
度
に
普

通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振

替
）
で
納
付
し
て
い
て
、
新

た
に
４
月
か
ら
特
別
徴
収
に

変
わ
る
人
は
、
平
成
２６
年
４

・
６
・
８
月
の
徴
収
額
は
、

平
成
２５
年
度
保
険
料
の
２
か

月
相
当
額
分
を
特
別
徴
収
し

ま
す
。

　

な
お
、
７
月
に
平
成
２６
年

度
市
民
税
課
税
状
況
（
平
成

２５
年
中
の
所
得
）
に
基
づ

き
、
本
算
定
額
を
決
定
し
ま

す
の
で
、
今
回
の
保
険
料
と

調
整
し
、
改
め
て
通
知
し
ま

級
、
３
級
、
ま
た
は
４
級
の

認
定
を
行
う

○
一
定
期
間
（
３
年
）
以
内
に

再
認
定
を
行
う
こ
と
を
原
則

と
す
る

肢
体
不
自
由

（
現
行
）

○
股
関
節
・
膝
関
節
・
足
関
節

を
人
工
関
節
な
ど
に
置
換
し

て
い
る
場
合
は
、
一
律
に
全

廃
と
し
て
等
級
を
認
定

（
改
正
後
）

○
股
関
節
・
膝
関
節
・
足
関
節

を
人
工
関
節
な
ど
に
置
換

後
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
を
行
っ
た
う
え
で
そ
の

後
の
障
害
の
状
態
に
よ
り
、

全
廃
、
著
し
い
障
害
、
軽
度

の
障
害
に
応
じ
た
等
級
も
し

く
は
非
該
当
の
い
ず
れ
か
に

認
定
を
行
う

　

な
お
、
原
則
、
４
月
１
日
㈫

か
ら
改
正
後
の
基
準
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

問
合
先　

障
害
福
祉
課
（
☎
６

９
９
２
・
１
６
３
５
）

※
「
身
体
障
害
認
定
基
準
」
な

ど
制
度
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い

て
は
、
大
阪
府
障
が
い
者
自
立

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
６
６

９
２
・
５
２
６
４
）

　

毎
年
４
月
２
日
は
、
国
連
が
定
め
た
「
世

界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で
す
。
自
閉
症
を
は

じ
め
と
す
る
発
達
障
害
は
、
脳
機
能
の
発
達

が
関
係
す
る
生
ま
れ
つ
き
の
障
害
で
あ
り
、

発
達
障
害
が
あ
る
人
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
や
対
人
関
係
を
築
く
こ
と
が
苦
手
で

す
。
発
達
障
害
の
人
た
ち
が
個
々
の
能
力
を

伸
ば
し
、
社
会
の
中
で
自
立
し
て
い
く
た
め

に
は
、
発
達
障
害
に
対
す
る
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
理
解
が
必
要
で
す
。

　
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
を
契
機
と
し

て
、
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

問
合
先　

障
害
福
祉
課
（
☎
６
９
９
２
・
１

６
３
５
）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
係
る
さ
ま
ざ
ま

な
苦
情
・
相
談
を
弁
護
士
が
伺
い
ま
す
。
予
約

制
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話
ま
た

は
窓
口
で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
き　

原
則
、
毎
月
第
２
水
曜
日
午
後
２
～
４

時と
こ
ろ　

市
役
所
１
号
別
館
１
階
市
民
相
談
室

相
談
員　

弁
護
士

金
な
ど
の
受
給
者
に
は
、
さ
ら

に
５
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
、
市
で
は
給
付

事
務
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
具
体
的
な
申
請
・
給
付
方

法
や
担
当
部
署
な
ど
が
決
ま
り

次
第
、
広
報
も
り
ぐ
ち
や
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

な
お
、
臨
時
福
祉
給
付
金
に

つ
い
て
、
市
や
厚
生
労
働
省
の

職
員
が
直
接
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
や
手

数
料
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。　

　

ま
た
、
現
時
点
で
世
帯
構
成

な
ど
の
個
人
情
報
を
尋
ね
る
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
振
り

込
め
詐
欺
な
ど
に
注
意
し
て
下

さ
い
。

問
合
先　

福
祉
部
総
務
課
（
☎

６
９
９
２
・
１
５
７
０
）

※
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
厚

生
労
働
省
「
臨
時
福
祉
給
付

金
」
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０３
・
３
５

９
５
・
３
５
２
９
）

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

新
聞
が
ポ
ス
ト
に
溜
ま
っ
て

い
る
、
洗
濯
物
が
長
く
干
し
た

ま
ま
で
あ
る
、
明
か
り
が
昼
夜

ず
っ
と
つ
い
た
ま
ま
な
ど
普
段

と
様
子
が
違
う
状
況
に
気
付
い

た
場
合
に
は
、
安
否
確
認
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
に
連
絡
し
て
下
さ

い
。

　

寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に

早
急
に
安
否
確
認
・
状
況
把
握

を
行
い
ま
す
。

【
安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

専
用
連
絡
先
】
☎
６
９
９

２
・
４
０
１
０
（
こ
こ
に

ホ
ッ
ト
）、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス　

Anpi4010Line@city-
moriguchi-osaka.jp

　

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の

チ
ラ
シ
（
裏
面
は
「
救
急
安
心

カ
ー
ド
」）を
作
成
し
ま
し
た
。

【
チ
ラ
シ
設
置
場
所
】
高
齢
介

護
課
（
市
役
所
本
館
１
階
）、

市
役
所
案
内
窓
口
、
市
民
保
健

セ
ン
タ
ー
、
佐
太
・
菊
水
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
・
高

齢
者
交
流
会
館
、
市
民
・
大
日

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
各
公
民

館

　

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の

チ
ラ
シ
の
裏
面
は
、「
救
急
安

心
カ
ー
ド
」
と
し
て
活
用
で

き
、
氏
名
、
持
病
、
緊
急
連
絡

先
な
ど
を
記
入
し
て
お
け
ば
、

い
ざ
と
い
う
時
、
医
療
情
報
を

的
確
に
救
急
隊
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
カ
ー
ド
で
す
（
た
だ

し
、
状
況
に
よ
り
活
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　

ま
た
、
チ
ラ
シ
と
カ
ー
ド
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

高
齢
介
護
課
（
☎
６

９
９
２
・
１
６
１
０
、
１
６
１

３
）

安
否
確
認
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

相
談
時
間　

１
時
間
以
内

申
込
・
問
合
先

○
く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所
（
市
役
所
高

齢
介
護
課
内
）

☎
６
９
９
２
・
２
１
８
０

○
く
す
の
き
広
域
連
合
総
務
課
（
市
民
保
健
セ

ン
タ
ー
内
）

☎
６
９
９
５
・
１
５
１
６

※
介
護
保
険
苦
情
専
門
相
談
の
ほ
か
、
く
す
の

き
広
域
連
合
（
本
部
・
支
所
）
で
は
、
介
護
保

険
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

主な在宅サービスの支給限度基準額（標準地域）

要介護
認定区分

新
（４月１日以降）

旧
（３月３１日まで）

要支援１  ５０，０３０円  ４９，７００円

要支援２ １０４，７３０円 １０４，０００円

要介護１ １６６，９２０円 １６５，８００円

要介護２ １９６，１６０円 １９４，８００円

要介護３ ２６９，３１０円 ２６７，５００円

要介護４ ３０８，０６０円 ３０６，０００円

要介護５ ３６０，６５０円 ３５８，３００円

発達障
害への理解を深めよう

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料
お知らせと納め方

す
。

○
普
通
徴
収
の
人

　

仮
徴
収
は
行
わ
ず
、
７
月

に
本
算
定
に
よ
る
保
険
料
を

決
定
し
、
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
の
方
法
で
９
期
（
７

月
～
翌
年
３
月
ま
で
）
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

問
合
先　

保
険
課
保
険
料
係

（
☎
６
９
９
２
・
１
５
３

２
）

介護保険・支給限度
基準額が変わります

身体障害者手帳の
「身体障害認定基準」などが

変わります

介
護
保
険

苦
情
専
門
相
談

平成 ２６ 年度
介護保険料（仮算定）

発達障
害への理解を深めよう

の
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